
 第５９号議案 

  品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年６月２７日 

                 品川区長  森  澤  恭  子   

   品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例 

 品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１４年

品川区条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「、再開発地区整備計画」を削る。 

 第２章の章名を次のように改める。 

    第２章 地区整備計画および防災街区整備地区整備計画の区域内にお

ける建築物の敷地、構造および用途 

 第２条の２中「、再開発地区整備計画」を削る。 

 第１３条の６中「第１３６条の２の５第１項第１５号イからハまで」を「第

１３６条の２の５第１項第１６号イからハまで」に改める。 

 別表第１地区整備計画、再開発地区整備計画および防災街区整備地区整備計

画の部大崎駅東口第２地区再開発地区整備計画の項中「大崎駅東口第２地区再

開発地区計画（平成１０年東京都告示第７０２号）」を「大崎駅東口第２地区地

区計画（令和５年東京都告示第１９９号）」に、「、再開発地区整備計画」を「、

地区整備計画」に改め、同項を同部大崎駅東口第２地区地区整備計画の項とし、



同部品川駅東口地区再開発地区整備計画の項中「品川駅東口地区再開発地区計

画（平成１３年東京都告示第８７５号）」を「品川駅東口地区地区計画（令和５

年東京都告示第１９９号）」に、「、再開発地区整備計画」を「、地区整備計画」

に改め、同項を同部品川駅東口地区地区整備計画の項とし、同部戸越六丁目東

地区地区整備計画の項中「第２０条第１項」を「第２１条第２項において準用

する同法第２０条第１項」に、「戸越六丁目東地区地区計画（平成３１年品川区

告示第１０１号）」を「戸越六丁目地区地区計画（令和６年品川区告示第１３１

号）」に改め、同項を同部戸越六丁目地区地区整備計画の項とし、同部を同表地

区整備計画および防災街区整備地区整備計画の部とする。 

 別表第２東品川二丁目地区地区整備計画の部Ａ地区の項中「風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第

４５号）による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号。以下「改正前の風営法」を「風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。以下「風営法」

に改め、同部Ｂ地区の項およびその他の地区の項中「改正前の風営法」を「風

営法」に改め、同表西大井駅周辺地区地区整備計画の部駅前街区の項中「営業

および製造の用に供する」を削り、「改正前の風営法第２条第１項第８号ならび

に第６項第３号および第４号に規定するもの」を「風営法第２条第１項第５号

ならびに第６項第３号および第４号に規定する営業の用に供する建築物」に、

「類するもの」を「類する建築物」に、「別表１の項に規定するもの」を「別表

１の項に規定する事業の用に供する建築物」に改め、同表西五反田三丁目地区

地区整備計画の部住宅地区の項中「法別表第２（ほ）項第２号および第３号に



掲げる建築物」の次に「（ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる

営業の用に供する建築物を除く。）」を加え、同部住工複合地区の項および沿道

商業地区の項を次のように改める。 
 

住工複
合地区 

次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ 法別
表第２
（ほ）
項第２
号およ
び第３
号に掲
げる建
築物 

⑵ 法別
表第２
（り）
項第２
号に掲
げる建
築物 

⑶ 品川
区特別
工業地
区建築
条例別
表１の
項に規
定する
事業の
用に供
する建
築物 

⑷ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
の用に
供する
建築物 

暫定容
積率１
０分の
３０、
目標容
積率１
０分の
４ ０
（この
場合に
お い
て、第
４条第
２項の
規 定
は、適
用しな
い。）。
た だ
し、認
定建築
物につ
い て
は、目
標容積
率また
は法第
５２条
第２項
の規定
による
前面道
路（壁
面線に
よるみ
なし規
定を含
む。）
の幅員
による
容積率
を超え
て、法
第５９
条の２
第１項
または
第８６
条第３ 

    計画図に
示す壁面
の位置の
数値（建
築物の外
壁もしく
はこれに
代わる柱
または当
該建築物
に附属す
る門また
は塀で高
さ２メー
トルを超
えるもの
の面から
敷地境界
線までの
距離とす
る。） 

  



  （第２
号に該
当する
建築物
を 除
く。） 

項もし
くは第
４項の
規定に
基づく
許可を
するこ
とがで
きる。 

       

沿道商
業地区 

次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ 法別
表第２
（ほ）
項第２
号およ
び第３
号に掲
げる建
築物 

⑵ 法別
表第２
（り）
項第２
号に掲
げる建
築物 

⑶ 風営
法第２
条第６
項に規
定する
営業の
用に供
する建
築物 

⑷ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
の用に
供する
建築物
（第２
号に該
当する 

     計画図に
示す壁面
の位置の
数値（建
築物の外
壁もしく
はこれに
代わる柱
または当
該建築物
に附属す
る門また
は塀で高
さ２メー
トルを超
えるもの
の面から
敷地境界
線までの
距離とす
る。） 

  



  建築物
を 除
く。） 

        

 
 別表第２戸越一丁目地区地区整備計画の部住居地区⑴および住居地区⑵の項

および住居地区⑶の項中「（令第２条第１項第６号に定める高さとする」を削り、

「算入しない。）」を「算入しない。」に改め、同部近隣商業地区の項中「法別表

第２（ほ）項第２号および第３号に掲げる建築物」の次に「（ダンスホールその

他設備を設けて客にダンスをさせる営業の用に供する建築物を除く。）」を加え、

「改正前の風営法第２条第１項第８号」を「風営法第２条第１項第５号」に改

め、「（令第２条第１項第６号に定める高さとする」を削り、「算入しない。）」を

「算入しない。」に改め、同表大崎駅東口第２地区再開発地区整備計画の部Ａ地

区の項中「改正前の風営法第２条第１項第１号または第６項」を「キャバレー

その他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせ

る営業の用に供する建築物または風営法第２条第６項」に改め、同部Ｃ地区の

項中「改正前の風営法第２条第１項第１号または第６項第５号」を「キャバレ

ーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさ

せる営業の用に供する建築物または風営法第２条第６項」に改め、同部を同表

大崎駅東口第２地区地区整備計画の部とし、同表品川駅東口地区再開発地区整

備計画の部Ａ－１地区の項、Ｂ－１地区の項およびＢ－４地区の項中「法別表

第２（り）項第４号」を「法別表第２（り）項第３号」に改め、同部を同表品

川駅東口地区地区整備計画の部とし、同表東五反田地区地区整備計画の部、東

品川四丁目地区地区整備計画の部および大崎駅東口第３地区地区整備計画の部

を次のように改める。 
 



東五反
田地区
地区整
備計画 

Ａ地区 次の各
号のい
ずれか
に該当 
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（ぬ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第１
号か
ら第
３号
まで
また
は同
条第
６項
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物 

⑶ ナ
イト
クラ
ブそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
さ
せ、
か
つ、
客に
飲食
をさ
せる
営業
（前 

１０分
の５５ 

１０分
の２０ 

１０分
の６。
た だ
し、法
第５３
条第３
項の規
定を適
用する
場 合
は、こ
の限り
で な
い。 

５００
平方メ
ートル 

３，０
００平
方メー
トル 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、渡
り廊下
その他
これに
類する
用途に
供する
建築物
の部分
で横断
歩 道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
るもの
につい
ては、
この限
りでな
い。 

  



   号に
該当
する
営業
を除
く。）
で、
風俗
営業
等の
規制
及び
業務
の適
正化
等に
関す
る法
律施
行規
則
（昭
和６
０年
国家
公安
委員
会規
則第
１
号。
以下
「風
営法
施行
規
則」
とい
う。）
で定
める
とこ
ろに
より
計っ
た営
業所
内の
照度
が１
０ル
クス
を超
えて
営む
もの
の用
に供

        



する
建築
物 

⑷ ダ
ンス
ホー
ルそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
させ
る営
業
（前
号に
該当
する
営業
また
は客
にダ
ンス
を教
授す
るた
めの
営業
のう
ちダ
ンス
を教
授す
る者
が客
にダ
ンス
を教
授す
る場
合に
のみ
客に
ダン
スを
させ
る営
業を
除
く。）
の用
に供
する
建築
物 



 Ｂ地区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（ぬ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第１
号か
ら第
３号
まで
また
は同
条第
６項
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物 

⑶ ナ
イト
クラ
ブそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
さ
せ、
か
つ、
客に
飲食
をさ
せる
営業
（第 

１０分
の６０ 

 １０分
の６。
た だ
し、法
第５３
条第３
項の規
定を適
用する
場 合
は、こ
の限り
で な
い。 

 ３，０
００平
方メー
トル 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、渡
り廊下
その他
これに
類する
用途に
供する
建築物
の部分
で横断
歩 道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
るもの
につい
ては、
この限
りでな
い。 

１１５
メート
ル 

 



   ２号
に該
当す
る営
業を
除
く。）
で、
風営
法施
行規
則で
定め
ると
ころ
によ
り計
った
営業
所内
の照
度が
１０
ルク
スを
超え
て営
むも
のの
用に
供す
る建
築物 

⑷ ダ
ンス
ホー
ルそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
させ
る営
業
（前
号に
該当
する
営業
また
は客
にダ
ンス
を教
授す

        



るた
めの
営業
のう
ちダ
ンス
を教
授す
る者
が客
にダ
ンス
を教
授す
る場
合に
のみ
客に
ダン
スを
させ
る営
業を
除
く。）
の用
に供
する
建築
物 

東品川
四丁目
地区地
区整備
計画 

Ａ街区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（ぬ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第１
号も
しく
は第
３号
また
は同
条第 

１０分
の６０
（建築
物の延
べ面積
には、
建築基
準法第
５２条
第１４
項第１
号に基
づく東
京都容
積率の
許可に
関する
取扱基
準（平
成１６
年１５
都市建
市第２
８ ２
号。以
下「都
取扱基
準」と 

公園敷
地部分
を 除
き、１
０分の
２０ 

１０分
の５。
た だ
し、法
第５３
条第３
項第１
号また
は第２
号のい
ずれか
に該当
する建
築物に
あって
は１０
分 の
６、同
項第１
号およ
び第２
号また
は同条
第６項
第１号
に該当
する建
築物に 

公園敷
地部分
を 除
き、５
００平
方メー
トル。
た だ
し、公
衆 便
所、巡
査派出
所その
他の建
築物で
公益上
必要な
ものに
ついて
は、こ
の限り
で な
い。 

２，０
００平
方メー
トル 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、歩
行者専
用デッ
キ、渡
り廊下
その他
これら
に類す
る用途
に供す
る建築
物の部
分で横
断歩道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
る も 

  



   ６項
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物 

⑶ ナ
イト
クラ
ブそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
さ
せ、
か
つ、
客に
飲食
をさ
せる
営業
（前
号に
該当
する
営業
を除
く。）
の用
に供
する
建築
物 

いう。）
Ⅱ３⑴
の用途
に供す
る部分
にあっ
ては除
くこと
ができ
るもの
とし、
建築物
とみな
される
駅舎の
うち改
札口外
側にあ
る公衆
用通路
および
駅出入
口の用
に供す
る部分
にあっ
ては算
入しな
い。） 

 あって
は１０
分の７
と す
る。 

  の、歩
行者の
通行の
用に供
する部
分の上
部に設
置され
る屋根
または
ひさし
および
巡査派
出所、
駅出入
口その
他これ
らに類
する公
益上必
要なも
のにつ
い て
は、こ
の限り
で な
い。 

  

 Ｂ街区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（へ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法 

１０分
の５９
（住宅
の用途
に供す
る部分
の容積
率を１
０分の
２５以
上とす
る場合
に 限
る。た
だし、
建築物
の延べ 

公園敷
地部分
を 除
き、１
０分の
２０ 

１０分
の５。
た だ
し、法
第５３
条第３
項第１
号また
は第２
号のい
ずれか
に該当
する建
築物に
あって
は１０
分 の 

公園敷
地部分
を 除
き、５
００平
方メー
トル。
た だ
し、公
衆 便
所、巡
査派出
所その
他の建
築物で
公益上
必要な 

２，０
００平
方メー
トル 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、歩
行者専
用デッ
キ、渡
り廊下
その他
これら
に類す
る用途
に供す
る建築 

  



   第２
条第
１項
第２
号か
ら第
５号
まで
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物
（前
号に
該当
する
建築
物を
除
く。） 

⑶ ダ
ンス
ホー
ルそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
させ
る営
業の
用に
供す
る建
築物
（第
１号
に該
当す
る建
築物
また
は客
にダ
ンス
を教
授す
るた
めの
営業
のう

面積に
は、都
取扱基
準Ⅱ３
⑴の用
途に供
する部
分を除
くこと
ができ
る。） 

 ６、同
項第１
号およ
び第２
号また
は同条
第６項
第１号
に該当
する建
築物に
あって
は１０
分の７
と す
る。 

ものに
ついて
は、こ
の限り
で な
い。 

 物の部
分で横
断歩道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
る も
の、歩
行者の
通行の
用に供
する部
分の上
部に設
置され
る屋根
または
ひさし
および
巡査派
出所、
駅出入
口その
他これ
らに類
する公
益上必
要なも
のにつ
い て
は、こ
の限り
で な
い。 

  



ちダ
ンス
を教
授す
る者
が客
にダ
ンス
を教
授す
る場
合に
のみ
客に
ダン
スを
させ
る営
業の
用に
供す
る建
築物
を除
く。） 

 Ｃ街区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（へ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第２
号か
ら第
５号
まで
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物

 １０分
の２０
（建築
物の敷
地面積
につい
ては、
法第８
６条第
１項の
規定に
よる認
定を受
けた一
団地ま
たは同
条第２
項の規
定によ
る認定
を受け
た一定
の一団
の土地
の区域
を１の
敷地と
みなし
て算定
する。） 

１０分
の５。
た だ
し、法
第５３
条第３
項第１
号また
は第２
号のい
ずれか
に該当
する建
築物に
あって
は１０
分 の
６、同
項第１
号およ
び第２
号また
は同条
第６項
第１号
に該当
する建
築物に
あって
は１０
分の７
と す
る。 

５００
平方メ
ー ト
ル。た
だし、
法第８
６条第
１項ま
たは第
２項の
規定に
より１
の敷地
とみな
される
敷地内
にある
建築物
は、１
の建築
物とみ
なして
算定す
る。 

２，０
００平
方メー
トル。
た だ
し、法
第８６
条第１
項の規
定によ
る認定
を受け
た一団
地また
は同条
第２項
の規定
による
認定を
受けた
一定の
一団の
土地の
区 域
は、１
の敷地
とみな
して算
定 す
る。 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、歩
行者専
用デッ
キ、渡
り廊下
その他
これら
に類す
る用途
に供す
る建築
物の部
分で横
断歩道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
る も
の、歩
行者の
通行の
用に供
する部

  



（前
号に
該当
する
建築
物を
除
く。） 

⑶ ダ
ンス
ホー
ルそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
させ
る営
業の
用に
供す
る建
築物
（第
１号
に該
当す
る建
築物
また
は客
にダ
ンス
を教
授す
るた
めの
営業
のう
ちダ
ンス
を教
授す
る者
が客
にダ
ンス
を教
授す
る場
合に
のみ
客に
ダン
スを

分の上
部に設
置され
る屋根
または
ひさし
および
巡査派
出所、
駅出入
口その
他これ
らに類
する公
益上必
要なも
のにつ
い て
は、こ
の限り
で な
い。 



させ
る営
業の
用に
供す
る建
築物
を除
く。） 

 Ｄ街区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（ぬ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第１
号も
しく
は第
３号
また
は同
条第
６項
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物 

⑶ ナ
イト
クラ
ブそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
さ

  １０分
の５。
た だ
し、法
第５３
条第３
項第１
号また
は第２
号のい
ずれか
に該当
する建
築物に
あって
は１０
分 の
６、同
項第１
号およ
び第２
号また
は同条
第６項
第１号
に該当
する建
築物に
あって
は１０
分の７
と す
る。 

 ２，０
００平
方メー
トル 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、歩
行者専
用デッ
キ、渡
り廊下
その他
これら
に類す
る用途
に供す
る建築
物の部
分で横
断歩道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
る も
の、歩
行者の
通行の
用に供
する部
分の上
部に設
置され
る屋根
または
ひさし
および
巡査派
出所、
駅出入
口その
他これ
らに類
する公
益上必
要なも

  



せ、
か
つ、
客に
飲食
をさ
せる
営業
（前
号に
該当
する
営業
を除
く。）
の用
に供
する
建築
物 

のにつ
い て
は、こ
の限り
で な
い。 

大崎駅
東口第
３地区
地区整
備計画 

Ａ地区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（ぬ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第１
号か
ら第
３号
まで
また
は同
条第
６項
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物 

⑶ ナ

１０分
の６１ 

１０分
の２０ 

１０分
の６。
た だ
し、法
第５３
条第３
項の規
定を適
用する
場 合
は、こ
の限り
で な
い。 

２００
平方メ
ートル 

５００
平方メ
ートル 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、地
盤面下
の部分
および
渡り廊
下その
他これ
に類す
る用途
に供す
る建築
物の部
分で横
断歩道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
るもの
につい
ては、
この限
りでな
い。 

９９メ
ートル
（令第
２条第
１項第
６ 号
（同号
ロの規
定を除
く。）
に定め
る高さ
と す
る。） 

 



イト
クラ
ブそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
さ
せ、
か
つ、
客に
飲食
をさ
せる
営業
（前
号に
該当
する
営業
を除
く。）
で、
風営
法施
行規
則で
定め
ると
ころ
によ
り計
った
営業
所内
の照
度が
１０
ルク
スを
超え
て営
むも
のの
用に
供す
る建
築物 

⑷ ダ
ンス
ホー
ルそ
の他
設備



を設
けて
客に
ダン
スを
させ
る営
業
（前
号に
該当
する
営業
また
は客
にダ
ンス
を教
授す
るた
めの
営業
のう
ちダ
ンス
を教
授す
る者
が客
にダ
ンス
を教
授す
る場
合に
のみ
客に
ダン
スを
させ
る営
業を
除
く。）
の用
に供
する
建築
物 

 Ｂ地区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２

１０分
の５５ 

１０分
の２０ 

１０分
の６。
た だ
し、法
第５３
条第３
項の規
定を適
用する

２００
平方メ
ートル 

５００
平方メ
ートル 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、地
盤面下
の部分

９９メ
ートル
（令第
２条第
１項第
６ 号
（同号
ロの規
定を除

 



（ぬ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第１
号か
ら第
３号
まで
また
は同
条第
６項
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物 

⑶ ナ
イト
クラ
ブそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
さ
せ、
か
つ、
客に
飲食
をさ
せる
営業
（前
号に
該当
する
営業
を除
く。）
で、
風営
法施

場 合
は、こ
の限り
で な
い。 

および
渡り廊
下その
他これ
に類す
る用途
に供す
る建築
物の部
分で横
断歩道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
るもの
につい
ては、
この限
りでな
い。 

く。）
に定め
る高さ
と す
る。） 



行規
則で
定め
ると
ころ
によ
り計
った
営業
所内
の照
度が
１０
ルク
スを
超え
て営
むも
のの
用に
供す
る建
築物 

⑷ ダ
ンス
ホー
ルそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
させ
る営
業
（前
号に
該当
する
営業
また
は客
にダ
ンス
を教
授す
るた
めの
営業
のう
ちダ
ンス
を教
授す
る者
が客



にダ
ンス
を教
授す
る場
合に
のみ
客に
ダン
スを
させ
る営
業を
除
く。）
の用
に供
する
建築
物 

 Ｃ地区 次の各
号のい
ずれか
に該当
する建
築物 
⑴ 法
別表
第２
（ぬ
）項
に掲
げる
建築
物 

⑵ 風
営法
第２
条第
１項
第１
号か
ら第
３号
まで
また
は同
条第
６項
に規
定す
る営
業の
用に
供す
る建
築物 

⑶ ナ

１０分
の ６
０。た
だし、
Ｃ－１
ゾーン
につい
ては、
１０分
の４０
と す
る。 

 １０分
の６。
た だ
し、法
第５３
条第３
項の規
定を適
用する
場 合
は、こ
の限り
で な
い。 

 ５００
平方メ
ー ト
ル。た
だし、
Ｃ－１
ゾーン
につい
ては、
３００
平方メ
ートル
と す
る。 

計画図
に示す
壁面の
位置の
数値。
た だ
し、地
盤面下
の 部
分、渡
り廊下
その他
これに
類する
用途に
供する
建築物
の部分
で横断
歩 道
橋、道
路上空
に設け
られる
渡り廊
下等に
接続す
るもの
ならび
に８号
壁面に
おける
公共動
線に資
する昇
降 施
設、広
場の用

９９メ
ートル
（令第
２条第
１項第
６ 号
（同号
ロの規
定を除
く。）
に定め
る高さ
と す
る。）。
た だ
し、Ｃ
－１ゾ
ーンに
ついて
は、４
０メー
トルと
する。 

 



イト
クラ
ブそ
の他
設備
を設
けて
客に
ダン
スを
さ
せ、
か
つ、
客に
飲食
をさ
せる
営業
（前
号に
該当
する
営業
を除
く。）
で、
風営
法施
行規
則で
定め
ると
ころ
によ
り計
った
営業
所内
の照
度が
１０
ルク
スを
超え
て営
むも
のの
用に
供す
る建
築物 

⑷ ダ
ンス
ホー
ルそ
の他
設備 

に供す
るテラ
ス状階
段およ
びあず
まやに
ついて
は、こ
の限り
で な
い。 



   を設
けて
客に
ダン
スを
させ
る営
業
（前
号に
該当
する
営業
また
は客
にダ
ンス
を教
授す
るた
めの
営業
のう
ちダ
ンス
を教
授す
る者
が客
にダ
ンス
を教
授す
る場
合に
のみ
客に
ダン
スを
させ
る営
業を
除
く。）
の用
に供
する
建築
物 

        

 
 別表第２大崎駅西口地区地区整備計画の部Ａ地区の項中「風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）」を「風営法」に

改め、同表東品川五丁目地区地区整備計画の部中「改正前の風営法」を「風営



法」に改め、同表武蔵小山駅東地区地区整備計画の部Ａ地区の項、Ｂ地区の項、

Ｄ地区の項、Ⅰ－３地区の項、鉄道上部１地区の項および鉄道上部２地区の項

を次のように改める。 
 

Ａ地区 次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ １階
部 分
を、駅
施設、
駐 車
場、店
舗、飲
食店そ
の他こ
れらに
類する
用途以
外の用
途（公
益 施
設、生
活支援
施設ま
たは住
宅に付
帯する
管理人
室、玄
関等の
共用部
分とし
ての用
途を除
く。）
に供す
る建築
物 

⑵ 風営
法第２
条第１
項第１
号から
第３号
までも
しくは
第５号
または
同条第
５項に 

１０分
の ６
５。た
だし、
算定の
基礎と
なる延
べ面積
には、
都取扱
基準Ⅱ
３⑴の
用途に
供する
部分を
除くこ
とがで
きる。 

１０分
の４０ 

１０分
の７ 

３，０
００平
方メー
トル 

５，０
００平
方メー
トル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、道
路と接続
する歩行
者用の通
路、車路
その他こ
れらに類
する用途
に供する
建築物等
の部分、
歩行者の
安全性を
確保する
ために必
要なひさ
し の 部
分、給排
気施設の
部分なら
びにアー
ケードお
よびアー
ケードと
連続する
ひさしの
部分につ
いては、
この限り
でない。 

１４５
メート
ル 

 



  規定す
る営業
の用に
供する
建築物 

⑶ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑷ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業また
は客に
ダンス
を教授
するた

        



めの営
業のう
ちダン
スを教
授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

Ｂ地区 次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ １階
部 分
を、駅
施設、
駐 車
場、店
舗、飲
食店そ
の他こ
れらに
類する
用途以
外の用
途（公
益 施
設、生
活支援
施設ま
たは住
宅に付
帯する
管理人
室、玄
関等の
共用部
分とし
ての用
途を除
く。）
に供す
る建築
物 

⑵ 風営
法第２ 

１０分
の ７
０。た
だし、
算定の
基礎と
なる延
べ面積
には、
都取扱
基準Ⅱ
３⑴の
用途に
供する
部分を
除くこ
とがで
きる。 

１０分
の４０ 

１０分
の７ 

３，０
００平
方メー
トル 

５，０
００平
方メー
トル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、道
路と接続
する歩行
者用の通
路、車路
その他こ
れらに類
する用途
に供する
建築物等
の部分、
歩行者の
安全性を
確保する
ために必
要なひさ
し の 部
分、給排
気施設の
部分なら
びにアー
ケードお
よびアー
ケードと
連続する
ひさしの
部分につ
いては、
この限り
でない。 

１４５
メート
ル 

 



  条第１
項第１
号から
第３号
までも
しくは
第５号
または
同条第
５項に
規定す
る営業
の用に
供する
建築物 

⑶ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑷ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス

        



をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業また
は客に
ダンス
を教授
するた
めの営
業のう
ちダン
スを教
授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

Ｄ地区 次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ １階
部 分
を、店
舗、飲
食店そ
の他こ
れらに
類する
用途以
外の用
途（公
益 施
設、生
活支援
施設ま
たは住
宅に付
帯する
管理人
室、玄
関等の
共用部
分とし
ての用 

    ３，０
００平
方メー
トル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、道
路と接続
する歩行
者用の通
路、車路
その他こ
れらに類
する用途
に供する
建築物等
の部分、
歩行者の
安全性を
確保する
ために必
要なひさ
し の 部
分、給排
気施設の
部分なら
びにアー
ケードお
よびアー
ケードと
連続する 

６０メ
ートル 

 



  途を除
く。）
に供す
る建築
物 

⑵ ３階
を超え
る部分
を、法
別表第
１（い）
欄⑵項
に掲げ
る用途
以外の
用途に
供する
建築物 

⑶ 風営
法第２
条第１
項第１
号から
第３号
までも
しくは
第５号
または
同条第
５項に
規定す
る営業
の用に
供する
建築物 

⑷ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ

     ひさしの
部分につ
いては、
この限り
でない。 

  



ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑸ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業また
は客に
ダンス
を教授
するた
めの営
業のう
ちダン
スを教
授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

Ⅰ－３
地区 

次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ 特別
区道Ⅰ
－１５
９号に 

    ６４０
平方メ
ートル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、道
路と接続
する歩行
者用の通
路、車路 

４５メ
ートル 

 



  面する
１階部
分を、
店舗、
飲食店
その他
これら
に類す
る用途
以外の
用 途
（公益
施設、
生活支
援施設
または
住宅に
付帯す
る管理
人室、
玄関等
の共用
部分と
しての
用途を
除く。）
に供す
る建築
物 

⑵ ３階
を超え
る部分
を、法
別表第
１（い）
欄⑵項
に掲げ
る用途
以外の
用途に
供する
建築物 

⑶ 風営
法第２
条第１
項第１
号から
第３号
までも
しくは
第５号
または
同条第
５項に
規定す
る営業
の用に
供する

     その他こ
れらに類
する用途
に供する
建築物等
の部分、
歩行者の
安全性を
確保する
ために必
要なひさ
し の 部
分、給排
気施設の
部分なら
びにアー
ケードお
よびアー
ケードと
連続する
ひさしの
部分につ
いては、
この限り
でない。 

  



建築物 
⑷ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑸ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業また
は客に
ダンス
を教授
するた
めの営
業のう
ちダン
スを教



授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

鉄道上
部１地
区 

次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ １階
部 分
を、駅
施設、
駐 車
場、店
舗、飲
食店そ
の他こ
れらに
類する
用途以
外の用
途（公
益施設
または
生活支
援施設
として
の用途
を 除
く。）
に供す
る建築
物 

⑵ 風営
法第２
条第１
項第１
号から
第３号
までも
しくは
第５号
または
同条第
５項に
規定す

１０分
の ２
０。た
だし、
算定の
基礎と
なる延
べ面積
には、
都取扱
基準Ⅱ
３⑴の
用途に
供する
部分を
除くこ
とがで
きる。 

   ３，０
００平
方メー
トル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、道
路と接続
する歩行
者用の通
路、車路
その他こ
れらに類
する用途
に供する
建築物等
の部分、
歩行者の
安全性を
確保する
ために必
要なひさ
し の 部
分、給排
気施設の
部分なら
びにアー
ケードお
よびアー
ケードと
連続する
ひさしの
部分につ
いては、
この限り
でない。 

２０メ
ートル 

 



る営業
の用に
供する
建築物 

⑶ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑷ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業また
は客に
ダンス
を教授
するた
めの営



業のう
ちダン
スを教
授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

鉄道上
部２地
区 

次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ １階
部 分
を、駅
施設、
駐 車
場、店
舗、飲
食店そ
の他こ
れらに
類する
用途以
外の用
途（公
益施設
または
生活支
援施設
として
の用途
を 除
く。）
に供す
る建築
物 

⑵ 風営
法第２
条第１
項第１
号から
第３号
までも
しくは
第５号
または

    ５００
平方メ
ートル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、道
路と接続
する歩行
者用の通
路、車路
その他こ
れらに類
する用途
に供する
建築物等
の部分、
歩行者の
安全性を
確保する
ために必
要なひさ
し の 部
分、給排
気施設の
部分なら
びにアー
ケードお
よびアー
ケードと
連続する
ひさしの
部分につ
いては、
この限り
でない。 

  



同条第
５項に
規定す
る営業
の用に
供する
建築物 

⑶ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑷ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業また
は客に
ダンス 



  を教授
するた
めの営
業のう
ちダン
スを教
授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

        

 
 別表第２東五反田二丁目地区地区整備計画の部Ａ１地区の項、Ａ２地区の項、

Ａ３地区の項、Ｂ地区の項およびＣ地区の項中「改正前の風営法」を「風営法」

に改め、同表北品川五丁目地区地区整備計画の部中「建築物および改正前の風

営法」を「建築物（Ｃ２地区を除く。）および風営法」に改め、「。ただし、Ｃ

２地区については、改正前の風営法第２条第６項から第９項までに規定する営

業の用に供する建築物とする。」を削り、同表小山台一丁目地区防災街区整備地

区整備計画の部中「改正前の風営法第２条第１項第８号」を「風営法第２条第

１項第５号」に、「改正前の風営法第２条第６項、第９項または第１１項第２号」

を「風営法第２条第６項、第９項または第１３項第２号」に改め、「（令第２条

第１項第６号に定める高さとする」を削り、「算入しない。）」を「算入しない。」

に改め、同表広町一丁目周辺地区地区整備計画の部Ｂ地区の項およびＣ地区の

項を次のように改める。 
 

Ｂ地区 次の各号
のいずれ
かに該当 

    １００
平方メ
ートル 

   



 する建築
物 
⑴ 法別
表第２
（を）
項に掲
げる建
築物 

⑵ 風営
法第２
条第１
項、第
６項お
よび第
９項に
規定す
る営業
の用に
供する
建築物 

⑶ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業また
は客に
ダンス
を教授
するた
めの営
業のう
ちダン
スを教
授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

        

Ｃ地区 次の各号
のいずれ

    １００
平方メ

   



かに該当
する建築
物 
⑴ 共同
住宅、
寄 宿
舎、下
宿また
は戸数
が２を
超える
長 屋
（以下
「共同
住 宅
等」と
いう。）
（他の
用途と
併せた
共同住
宅等の
うち、
当該共
同住宅
等の戸
数また
は室数
が５以
下のも
のを除
く。） 

⑵ 物品
販売業
を営む
店舗、
飲食店
その他
これら
に類す
る用途
に供す
る建築
物（当
該用途
に供す
る部分
の床面
積の合
計が５
００平
方メー
トルを
超える
ものに
限る。） 

⑶ 法別
表第２ 

ートル 



  （わ）
項第７
号およ
び第８
号に掲
げる建
築物 

⑷ 風営
法第２
条第１
項、第
６項お
よび第
９項に
規定す
る営業
の用に
供する
建築物 

⑸ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑹ ダン
スホー
ルその 

        



  他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（第４
号もし
くは前
号に該
当する
営業ま
たは客
にダン
スを教
授する
ための
営業の
うちダ
ンスを
教授す
る者が
客にダ
ンスを
教授す
る場合
にのみ
客にダ
ンスを
させる
営業を
除く。）
の用に
供する
建築物 

        

 
 別表第２目黒駅前地区地区整備計画の部Ａ地区の項中「改正前の風営法」を

「風営法」に改め、同表西品川一丁目地区地区整備計画の部Ａ地区の項を次の

ように改める。 
 

Ａ地区 次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ 法別
表第２
（ぬ）
項に掲
げる建
築物 

⑵ 風営
法第２ 

１０分
の ７
８。た
だし、
算定の
基礎と
なる延
べ面積
には、
都取扱
基準Ⅱ
３⑴の
用途に 

１０分
の４０ 

１０分
の６ 

５００
平方メ
ートル 

１，０
００平
方メー
トル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、広
場、歩道
状空地、
歩行者通
路、緑地
面下の建
築物の部
分または
これらに 

１２０
メート
ル（Ｔ．
Ｐ．か
らの高
さ と
し、階
段室、
昇降機
塔等の
部分お
よび棟
飾等の 

 



  条第１
項、第
６項ま
たは第
９項に
規定す
る営業
の用に
供する
建築物 

⑶ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営
業を除
く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑷ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（前号
に該当
する営 

供する
部分を
除くこ
とがで
きる。 

    付属する
地上への
階段、給
排気口も
しくは採
光のため
の建築物
の部分な
らびに道
路と接続
する車路
その他こ
れに類す
るものに
つ い て
は、この
限りでな
い。 

屋上突
出物を
含む。） 

 



  業また
は客に
ダンス
を教授
するた
めの営
業のう
ちダン
スを教
授する
者が客
にダン
スを教
授する
場合に
のみ客
にダン
スをさ
せる営
業を除
く。）
の用に
供する
建築物 

        

 
 別表第２大井一丁目南地区地区整備計画の部Ａ地区およびＢ地区の項を次の

ように改める。 
 

Ａ地区
および
Ｂ地区 

次の各号
のいずれ
かに該当
する建築
物 
⑴ １階
部 分
を、店
舗およ
び飲食
店、業
務その
他これ
らに類
する用
途以外
の用途
（住宅
および
事務所
に付帯
する玄
関等共
用 部
分、駐
輪場お
よび車 

    ２５０
平方メ
ートル 

計画図に
示す壁面
の位置の
数値。た
だし、自
動車駐車
場および
自転車駐
車場の用
に供する
車路なら
びに落下
物防止の
ためのひ
さし等に
つ い て
は、この
限りでな
い。 

  



  路、公
益施設
ならび
に生活
支援施
設とし
ての用
途を除
く。）
に供す
る建築
物（東
京都市
計画道
路幹線
街路補
助線街
路第１
６３号
線支線
１に面
する部
分に限
る。） 

⑵ 風営
法第２
条第１
項およ
び第６
項に規
定する
営業の
用に供
する建
築物 

⑶ 勝馬
投票券
発売所
および
場外車
券売場 

⑷ ナイ
トクラ
ブその
他設備
を設け
て客に
ダンス
を さ
せ、か
つ、客
に飲食
をさせ
る営業
（第２
号に該
当する
営業を 

        



  除く。）
で、風
営法施
行規則
で定め
るとこ
ろによ
り計っ
た営業
所内の
照度が
１０ル
クスを
超えて
営むも
のの用
に供す
る建築
物 

⑸ ダン
スホー
ルその
他設備
を設け
て客に
ダンス
をさせ
る営業
（第２
号もし
くは前
号に該
当する
営業ま
たは客
にダン
スを教
授する
ための
営業の
うちダ
ンスを
教授す
る者が
客にダ
ンスを
教授す
る場合
にのみ
客にダ
ンスを
させる
営業を
除く。）
の用に
供する
建築物 

        

 



 別表第２戸越六丁目東地区地区整備計画の部に次のように加え、同部を同表 

戸越六丁目地区地区整備計画の部とする。 
 

Ｅ地区
および
Ｆ地区 

風営法第
２条第６
項に規定
する営業
の用に供
する建築
物 

    ６０平
方メー
トル。
た だ
し、公
共施設
（地区
施設を
含む。
以下こ
の項に
おいて
同じ。）
の整備
等によ
り６０
平方メ
ートル
未満と
なった
土地お
よび公
共施設
の整備
等に伴
い代替
地とし
て譲渡
された
６０平
方メー
トル未
満の土
地につ
い て
は、こ
の限り
で な
い。 

  生垣、
透視可
能なフ
ェンス
または
採光お
よび通
風に配
慮した
軽量な
フェン
ス（道
路に面
する部
分に限
る。）。
た だ
し、道
路面か
らの高
さ が
０．６
メート
ル以下
のブロ
ック塀
その他
これに
類する
ものお
よび道
路に面
する門
柱また
は門柱
に接す
る長さ
が１．
２メー
トル以
下であ
って、
かつ、
高さが
２メー
トル以
下のブ
ロック
塀その
他これ
に類す
るもの 



         にあっ
ては、
この限
りでな
い。  

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （説明）戸越六丁目東地区地区計画の一部が変更されたことに伴い、地区整備

計画等の名称を改めるとともに、区域内の建築物の用途等に関する制限を定

めるほか、規定を整備する必要がある。 


